
8月
（葉月）AUGUST

納税者の税務に関する権利・義務をわかりやすい言葉で説明し
た公文書。現在、OECD加盟国中、英米仏や韓国など24カ国が制
定しており、納税者憲章、納税者権利宣言などの呼び方がありま
す。我が国でも政府税制調査会が平成22年度税制改正で、その制
定について１年以内を目途に結論を出すとしています。
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8 2010

ワンポイント

8月の税務と労務

納税者権利憲章

国　税／7月分源泉所得税の納付
                                     8月10日
国　税／6月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等）8月31日
国　税／12月決算法人の中間申告
                                     8月31日
国　税／9月、12月、3月決算法人
            の消費税等の中間申告
            （年3回の場合）  8月31日

国　税／個人事業者の消費税等の中
            間申告                8月31日
地方税／個人事業税第 1 期分の納付
            都道府県の条例で定める日
地方税／個人住民税第2期分の納付
               市町村の条例で定める日
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小
規
模
宅
地
等
の
減
額
特
例
は
、

相
続
後
に
事
業
等
を
継
続
し
な
い
場

合
な
ど
、
制
度
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な

い
場
合
で
も
一
定
の
減
額
が
可
能
で

し
た
が
、
平
成
二
十
二
年
度
税
制
改

正
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一

日
以
後
の
相
続
か
ら
厳
格
適
用
と
な

り
ま
し
た
。
今
回
の
改
正
の
ポ
イ
ン

ト
は
、
次
の
四
点
で
す
。

       小
規
模
宅
地
等
の

       要
件
の
見
直
し

改
正
前
は
、
相
続
人
等
が
相
続
税

の
申
告
期
限
ま
で
事
業
又
は
居
住
の

継
続
を
し
な
い
小
規
模
宅
地
等
に
つ

い
て
も
、
上
限
面
積
二
〇
〇
㎡
・
減

額
割
合
五
〇
％
の
減
額
特
例
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
可
能
で
し
た
が
、

改
正
に
よ
り
、
対
象
外
と
さ
れ
ま
し

た
（
図
表
１
参
照
）
。

       共
同
相
続
し
た
場
合
の

       見
直
し

改
正
前
は
、
課
税
の
特
例
が
受
け

ら
れ
る
小
規
模
宅
地
等
を
複
数
の
者

が
共
同
で
相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た

場
合
に
は
、
そ
の
取
得
者
の
う
ち
一

人
で
も
適
用
要
件
を
満
た
す
者
が
い

る
と
き
は
、
そ
の
小
規
模
宅
地
等
の

全
体
が
八
〇
％
減
額
割
合
の
対
象
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
改
正
に
よ

り
、
そ
の
取
得
者
ご
と
に
適
用
要
件

を
判
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た

（
図
表
２
参
照
）
。

       宅
地
の
上
に
存
す
る

       一
棟
の
建
物
の
う
ち
に

       居
住
用
と
そ
れ
以
外
の

       部
分
が
あ
る
場
合
の

       見
直
し

改
正
前
は
、
宅
地
の
上
に
存
す
る

一
棟
の
建
物
の
う
ち
、
居
住
用
部
分

が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
特
定

事
業
用
宅
地
等
に
該
当
す
る
部
分
以

外
の
す
べ
て
の
部
分
が
特
定
居
住
用

宅
地
等
と
同
様
の
上
限
面
積
・
減
額

割
合
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
改
正

に
よ
り
、
図
表
３
の
よ
う
に
、
特
定

居
住
用
宅
地
等
の
要
件
に
該
当
す
る

部
分
と
そ
れ
以
外
の
部
分
が
あ
る
場

合
に
は
、
部
分
ご
と
に
按
分
し
て
減

額
割
合
を
計
算
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。

       複
数
の
居
住
用
宅
地
等
が

       あ
る
場
合
の
特
例
適
用
の

       明
確
化

改
正
前
は
、
被
相
続
人
等
の
居
住

の
用
に
供
し
て
い
た
宅
地
等
が
複
数

存
在
す
る
場
合
に
は
、
小
規
模
宅
地

等
の
課
税
の
特
例
の
適
用
に
つ
い
て

明
確
な
規
定
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

が
、
改
正
に
よ
り
、
特
例
の
対
象
が

「
主
と
し
て
居
住
の
用
に
供
し
て
い

た
一
の
宅
地
等
に
限
る
」
と
明
文
化

さ
れ
ま
し
た
。

       事
前
に
で
き
る

       主
な
相
続
税
対
策

相
続
税
に
は
「
五
、
〇
〇
〇
万

円
＋
法
定
相
続
人
一
人
当
た
り
一
、

〇
〇
〇
万
円
」
と
い
う
基
礎
控
除
枠

が
あ
り
、
こ
の
枠
内
な
ら
相
続
税
は

か
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
は
、
小

規
模
宅
地
等
の
特
例
を
利
用
す
る
こ

と
で
相
続
財
産
を
枠
内
に
収
め
ら
れ

た
ケ
ー
ス
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

今
回
の
改
正
に
よ
り
課
税
が
強
化
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さ
れ
、
今
後
も
相
続
税
の
課
税
対
象

者
を
増
や
す
方
向
の
改
正
が
行
わ
れ

る
可
能
性
が
高
い
の
で
、
次
の
よ
う

な
対
策
の
検
討
が
有
効
で
す
。

a

年
間
一
一
〇
万
円
の
贈
与
税
基

礎
控
除
の
活
用

子
供
だ
け
で
は
な
く
、
子
供
の

配
偶
者
や
孫
に
も
使
う
と
よ
り
効

果
的
で
す
。

s

贈
与
税
の
配
偶
者
控
除

婚
姻
し
て
二
〇
年
以
上
の
配
偶

者
へ
の
居
住
用
不
動
産
又
は
そ
の

取
得
金
銭
の
贈
与
は
、
二
、
〇
〇

〇
万
円
ま
で
控
除
で
き
ま
す
。

d

相
続
時
精
算
課
税
制
度

二
、
五
〇
〇
万
円
ま
で
の
財
産

に
対
す
る
贈
与
税
の
課
税
を
相
続

発
生
時
ま
で
繰
り
延
べ
る
方
法

で
、
値
上
が
り
が
見
込
ま
れ
る
資

産
に
よ
り
有
効
で
す
。

f

住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
税
非

課
税平

成
二
十
二
年
中
は
一
、
五
〇

〇
万
円
、
二
十
三
年
中
は
一
、
〇

〇
〇
万
円
ま
で
住
宅
取
得
等
資
金

の
贈
与
が
非
課
税
。
「
直
系
尊

属
」
か
ら
の
贈
与
で
あ
れ
ば
い
い

の
で
、
受
贈
者
は
二
〇
歳
以
上
な

ら
ば
子
供
だ
け
で
は
な
く
孫
な
ど

も
対
象
と
な
り
ま
す
。

3         8月号



アパート増築の場合の
借入金利子

アパートの新築にかかる借入金利子
は、所得税法第37条（必要経費）の規定
を厳密に解釈すると、まだその新築する
アパートについて家賃収入がないことか
ら、不動産所得の金額の計算上、必要経
費に算入することはできず、資産の取得
価額に算入されます。

しかし、新規にアパート経営を始める
のではなく、既に別のアパートを所有
し、不動産所得が生じるような業務を行
っている場合には、新しいアパートを建
築することも業務の拡張行為であると考
えることができます。

したがって、その場合の借入金利子
は、不動産所得を生ずべき業務を遂行す
る上で生じたものとして、その支払った
年分の必要経費に算入することができま
す。
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労
働
組
合
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

活
動
と
し
て
、
組
合
の
役
員
と
組
合

員
、
そ
の
家
族
等
が
参
加
す
る
、
労

働
組
合
主
催
の
運
動
会
が
開
催
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

場
合
、
会
社
が
そ
の
運
動
会
に
援
助

金
を
支
給
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ

る
と
思
い
ま
す
。

労
働
組
合
に
対
し
て
、
使
用
者
と

し
て
の
立
場
で
あ
る
会
社
が
、
そ
の

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
費
用
を
援
助
す

る
こ
と
は
、
金
銭
の
無
償
贈
与
と
な

り
、
法
人
税
法
上
の
寄
附
金
と
な
り

ま
す
。

な
お
、
こ
の
場
合
は
、
「
一
般
の

寄
附
金
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
他
の

「
一
般
の
寄
附
金
」
と
合
計
し
て
損

金
算
入
限
度
額
の
範
囲
内
で
損
金
の

額
に
算
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。

労
働
組
合
主
催
の
運
動
会
へ
の
援
助
金

暑中のご挨拶
暑中お見舞い申し上げます。

「所得控除から手当てへ」との政府の方針の下、６月から子ども手当が支給さ
れ、また、高校の実質無償化が行われることに伴い、年少扶養控除（０歳〜15歳）
や特定扶養控除の一部（16歳〜18歳までの部分）が来年１月から廃止されます。今
後は配偶者控除が所得控除見直しの対象になる予定です。

４月からの改正労働基準法の施行により、時間外労働の法定割増賃金率が見直さ
れ、１か月当たり60時間を超える場合の法定割増賃金率が従来の25％以上から50％
以上に引き上げられています。また、労働者と事業主との間で協定を結ぶことによ
り、年５日を限度として年次有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
ただし、割増賃金については、当分の間、中小企業への適用は猶予されています。

無駄な歳出削減のため、公開で何度か行われている政府の「事業仕分け」が、国
民にはわかりやすく映り好評のようです。短時間で正しい判断が下せるのか、金額
的な効果が少ないものもあるなどの指摘もありますが、継続的に仕分け作業を進め
てもらいたいものです。

皆様方の益々のご発展とご健勝を祈念し、ご挨拶といたします。


